
令和３年度 
 

第６回市政アンケート調査 

 
〔テーマ・担当課〕 

■調査期間 令和 3 年 11 月 25 日～12 月 9 日 

■調査数 647 件 

■回答数 550 件 

■有効回答率 85.0% 
 

１.「家庭ごみ」について 

担当課：環境局 計画課 

環境局 家庭ごみ減量推進課 

環境局 事業系ごみ減量推進課 

環境局 収集管理課 
 

２.「選挙」について 

（担当課：選挙管理委員会 選挙課） 
 

３.「食育」について  

（担当課：保健福祉局 健康増進課） 
 

４.「ユニバーサル都市・福岡」について  

（担当課：総務企画局 企画調整部） 
 

５.「福岡市都市景観賞」について  

（担当課：住宅都市局 都市景観室） 
 

６.市政アンケート調査実施後アンケート  

（担当課：市長室 広聴課） 
 

○ご記入いただいた個人情報は、市政アンケート調査の集計のために利用した上で、 

個人情報保護に関する法令などに基づき適正に管理いたします。 
 

○提出期間を過ぎて提出されると、皆さまからの貴重なご意見を集計結果に反映でき 

なくなりますので、 提出期限は厳守 いただきますようお願いいたします。        
 

  

  調査協力員番号          お名前 

 
 
   ※ 調査協力員番号は 封筒の宛名シール に記載しております。 
    （ 返信用封筒右上に記載されている「501」ではありませんのでご注意ください。） 
 

(提出期限)１２月９日(木)までにポストに投函してください。 
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≪「家庭ごみ」についておたずねします ≫ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

問１ あなたは、ごみ減量・リサイクルに関心がありますか。あてはまるものを１つだけ選び、番号に○

をつけてください。(N=550) 無回答 1.1 
 

１ 関心がある 47.5 

２ どちらかといえば関心がある 44.5 

３ どちらかといえば関心がない 5.3 

４ 関心がない 1.6 
  

問１－１ ≪ 問１で「１」「２」と回答した方におたずねします。≫ 

どのようなことに関心がありますか。あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてく

ださい。(n=506) 無回答 - 
 

１ ごみの分別の仕方 69.0 

２ 自宅のごみの減量方法 68.8 

３ 生ごみの処理方法（堆肥化など） 36.4 

４ 地域で取り組んでいる集団回収などの資源物回収活動 46.0 

５ スーパーマーケットなど民間事業者が取り組んでいる資源物回収活動 45.8 

６ フリーマーケットやリサイクルショップなどの情報 26.3 

７ 資源物が回収されてから再製品化されるまでの流れ 31.2 

８ 清掃工場や 終処分を行う埋立地の状況 21.5 

９ その他（具体的に：                      ） 1.4 

 

 

 

≪ すべての方におたずねします。≫ 

 

 
 

≪ すべての方におたずねします。≫ 

問２ 「３R（スリーアール）」の 3 つの言葉のうち、あなたが意味を知っていた言葉はどれですか。あ

てはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 1.5 
 

１ リデュース（レジ袋を断るなど、ごみを減らす取り組み） 62.9 

２ リユース（詰め替え商品などを繰り返し使う取り組み） 70.4 

３ リサイクル（びん・ペットボトルの分別など、再生利用の取り組み） 91.8 

４ どれも知らなかった 4.0 

福岡市では、環境の保全と都市の発展を踏まえた「福岡式循環型社会システム※の構築」を目指し

ています。福岡市の人口が増加を続ける中、ごみ問題の解決に向けて効果的な施策を検討し、実施し

ていく必要があります。 

そこで、市民の皆さまのごみ減量・リサイクルに関する考え方や行動についておたずねします。 
 
※ ごみ問題を市民・事業者が自らの問題と捉え、市民・事業者・行政などの適切な役割分担のもとに、市

民一人ひとりや各事業者の活力を活かし、自主性と自発性を尊重し、循環型社会を構築していくという

考え方。 

問１－１へ 

問 2 へ 

【３Ｒとは】 

ごみの減量のためには、①買物はマイバッグを利用し、レジ袋を断るなど、ごみを減らす取り組み「リデュー

ス（Reduce）」。②詰め替え用品を購入し、容器は何度でも使うなど、繰り返し使う取り組み「リユース（Reuse）」。

③古紙は集団回収や資源物回収拠点に出すなど、再生利用する取り組み「リサイクル（Recycle）」。この３つ

の取り組みを総称して、それぞれの頭文字「Ｒ」をとって「３Ｒ（スリーアール）」と呼んでいます。リデュ

ース → リユース → リサイクルの順番で取り組むことが重要です。 
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問３ 過去１年間、あなたのご家庭では、ごみ減量・リサイクル（３R）に取り組んでいますか。あては

まるものを１つだけ選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 1.5 

 

１ 取り組んでいる 37.6 

２ どちらかといえば取り組んでいる 52.0 

３ どちらかといえば取り組んでいない 6.4 

４ 取り組んでいない 2.2 

５ わからない 0.4 
 

問３－1 ≪ 問３で「１」～「３」と回答した方におたずねします。≫ 

あなたは、ごみ減量・リサイクル（３Ｒ）のためにどのようなことに取り組んでいますか。

あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(n=528) 無回答 - 

 

１ 過剰包装を断ったり、簡易包装の商品を購入したりしている 58.3 

２ 計画的な買い物を心掛け、必要以上の商品は買わないようにしている 43.8 

３ 缶飲料やペットボトル飲料などをできるだけ購入しないようにしている 22.9 

４ 買い物の際はレジ袋を断っている（マイバッグの持参など） 89.4 

５ 使い捨てのスプーンやフォーク、割り箸などをもらわないようにしている 44.3 

６ 詰め替え用製品を買うようにしている 73.5 

７ 再生品を選ぶようにしている 8.9 

８ 食べ残しをしないなど、できるだけ生ごみを出さないようにしている 61.7 

９ 生ごみは水分を絞って出している 45.8 

１０ 水筒などのマイボトルを持ち歩いている 59.1 

１１ 不要になった服や古本をできるだけ知り合いに譲ったり、リサイクルショップやフリ

ーマーケットを利用したりしている 41.3 

１２ 地域で行われている集団回収に古紙（新聞紙や段ボールなど）を出している 61.9 

１３ 区役所や地域の回収ボックスに古紙を出している 27.7 

１４ 店舗や区役所などの回収ボックスに、牛乳パックや白色トレイ、ペットボトルなどを

持ち込んでいる 37.7 

１５ その他（具体的に：                      ） 2.8 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

問３－1 へ 

問４へ 

 

 

【 燃えるごみの内訳 】 

  

福岡市では、燃えるごみの多くを占める、古紙、食品廃棄

物、プラスチックごみの３品目について、今後、重点的に

ごみ減量・リサイクルの取り組みを推進します。 

 

 

古紙 

33.８% 

食品廃棄物 

32.1% 

プラスチック類 

22.6% 

木片・わら類 

2.7% 

繊維類 

7.6% 

その他 

1.2% 

「令和２年度 家庭系可燃物組成調査」より 
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【 古紙について 】 

 

 

 

 

 

 

 

問４ あなたのご家庭では、古紙をどのようにして出していますか。（１）～（３）のそれぞれの項目

について、あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。 
 

 

 

(N=550) 

集
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て
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資
源
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で
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る 
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ど
に
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無
回
答 

(１)新聞 
（折り込みチラシ含む） 

46.9 4.9 5.8 19.8 7.6 1.1 21.8 1.1 

(２)段ボール 69.5 9.5 5.6 15.5  1.6 1.6 2.2 

(３)雑がみ 46.7 4.7 4.4 45.3  1.6  3.3 

 

 

 

問 4－１ ≪ 問４で１つでも「４」と回答した方におたずねします。≫ 

古紙を燃えるごみとして出す理由は何ですか。（１）～（３）のそれぞれの項目で、あて

はまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。 
 
※問４で「４」と回答した(１)～(３)の該当する項目のみお答えください。 

例えば、問４で「４」と回答したものが『(３)雑がみ』のみである場合は、問４－１で

は『(３)雑がみ』についてのみ回答してください。 

  

 

「
燃
え
る
ご
み
」
以
外
で
の
出
し

方
が
わ
か
ら
な
い
か
ら 

リ
サ
イ
ク
ル
可
能
な
紙
の
種
類

が
わ
か
ら
な
い
か
ら 

集
団
回
収
な
ど
が
、
い
つ
・
ど
こ

で
行
わ
れ
て
い
る
か
知
ら
な
い

か
ら 

集
団
回
収
や
紙
リ
サ
イ
ク
ル
ボ

ッ
ク
ス
な
ど
に
持
っ
て
い
く
こ

と
が
困
難
だ
か
ら 

発
生
す
る
量
が
少
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か
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「
燃
え
る
ご
み
」
と
し
て
出
し
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方
が
楽
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か
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そ
の
他 

無
回
答 

(１)新聞 
（折り込みチラシ含む） 

(n=109) 10.1 4.6 9.2 9.2 41.3 28.4 16.5 0.9 

(２)段ボール (n=85) 20.3 1.2 14.1 15.3 37.6 23.5 8.2 1.2 

(３)雑がみ (n=249) 23.7 13.3 11.6 5.6 41.0 36.1 8.4 1.2 

1 つでも「４」と回答した方は問４－１へ 

【 雑がみについて 】 

古紙（使い終わった紙）の中でも「雑がみ」とは、新聞や段ボール以外のリ

サイクル可能な紙のことで、雑誌、本、パンフレット、お菓子やティッシュ

ペーパーの紙箱、ラップやトイレットペーパーの紙芯、包装紙、封筒、はが

きなどです。雑がみは、紙袋に集めて、地域で行われている地域集団回収や

資源物回収拠点に持ち込むことでリサイクルすることができます。 
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≪ すべての方におたずねします。≫ 

問５ 雑がみは、自宅にある紙袋に集めて、紙袋ごと集団回収や紙リサイクルボックスなどに持ち込む

ことができます。あなたは、紙袋を使った雑がみのリサイクルに取り組みたいと思いますか。あ

てはまるものを 1 つだけ選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 1.6 
 

１ すでに取り組んでいる 41.3 

２ 取り組みたいと思う 37.6 

３ 取り組みたいと思わない 10.2 

４ わからない 9.3 
 

【 プラスチックごみについて 】 

 

 

 

 
 

 

問６ あなたが生活の中で減らすことができそうだと思う使い捨てのプラスチック製品はどれですか。

あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 0.7 

 

１ レジ袋 78.9 １０ ヘアブラシ、くし 25.8 

２ ペットボトル 52.5 １１ 歯ブラシ 12.7 

３ スプーン、フォーク、ナイフ 65.3 １２ シャワーキャップ 33.5 

４ ストロー 56.4 １３ カミソリ 16.2 

５ マドラー 42.0 １４ クリーニングのハンガー 37.5 

６ テイクアウトのドリンクカップ 26.2 １５ クリーニングのビニールカバー 32.0 

７ お弁当容器 25.5 １６ その他（具体的に：    ） 1.1 

８ ビニール傘 36.2 １７ 特にない 3.1 

９ 雨の日の傘袋 30.4 
 

 

  

国では「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が令和３年６月に公布され、令和４年４月から施

行される見込みとなっています。この法律に基づき、コンビニや飲食店などで提供される使い捨てスプーンなどのワ

ンウェイプラスチックを削減する仕組みが設けられます。 



5 

【 食品ロス（フードロス）について 】 

問７ 「食品ロス」とは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことを言います。あなたは「食

品ロス」を減らすために何か取り組んでいますか。あてはまるものを１つだけ選び、番号に○を

つけてください。(N=550) 無回答 0.5 
 

１ 取り組んでいる 84.9 

 

２ 取り組んでいない 14.5 

  

問７－１ ≪ 問７で「１」と回答した方におたずねします≫ 

あなたのご家庭では、「食品ロス」を減らすためにどのような工夫をしていますか。あて

はまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(n=467) 無回答 - 
 

１ 買い物の前に家にあるものを確認している 63.8 

２ 買い物リストを作っている 40.3 

３ 買い過ぎないようにしている 67.2 

４ 量り売りやばら売りを利用している 9.0 

５ 必要な分だけ作るようにしている 47.8 

６ 食材を使い切るようにしている 70.7 

７ 食べ残しをしないようにしている 75.6 

８ 作り過ぎた物は冷凍保存している 62.7 

９ 食べない物は人にあげるようにしている 12.4 

１０ 賞味期限を過ぎても、風味を確認して食べている 59.7 

１１ 生ごみコンポストなどで堆肥にしている 3.0 

１２ フードドライブ※１に持って行くようにしている 1.3 

１３ その他（具体的に：                      ） 1.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ すべての方におたずねします。≫ 

問８ 近年、家庭から出る「食品ロス」を減らすため、フードドライブという取り組みが行われてい

ます。あなたは、この取り組みを知っていましたか。あてはまるものを１つだけ選び、番号に

○をつけてください。(N=550) 無回答 2.5 

 

１ 知っていた 37.6 

２ 知らなかった 59.8  

問 7－１へ 

問 8 へ 

【※１ フードドライブについて 】 

 

フードドライブとは、家庭で余っている未使用の 

食品を寄付していただき、必要としている方々に、

無償で提供する活動です。 
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問９ あなたは、どこでフードドライブを受け付けていれば持って行こうと思いますか。あてはまる

ものをすべて選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 0.4 

 

１ スーパーマーケット 60.9 

２ 大型商業施設（ショッピングモールなど）、百貨店 23.1 

３ コンビニエンスストア 51.6 

４ 駅 12.7 

５ 公民館や市民センターなどの公共施設 31.3 

６ その他（具体的に：                      ） 3.1 

７ 持っていこうと思わない  12.9 
 
 
 

問１０  福岡市では、飲食店での食べ残しや小売店での売れ残りを減らし、廃棄されるごみを減らす「み

んなでフードロスゼロ！おいしい福岡エコ運動」を推進しています。あなたは、この運動の名称

やその内容を知っていましたか。あてはまるものを１つだけ選び、番号に○をつけてください。 

(N=550) 無回答 0.4 

１ 名称も内容も知っていた 10.4 

２ 名称は知っていたが、内容は知らなかった 10.7 

３ 名称は知らなかったが、内容は知っていた 13.1 

４ 名称も内容も知らなかった 65.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 みんなでフードロスゼロ！おいしい福岡エコ運動について 】 

 

日本国内で発生する食品ロスは、年間約 600 万トン※で、国民 

一人あたり毎日お茶碗１杯分のごはんを捨てていることに相当します。 

福岡市では、食品ロス削減に取り組んでいる飲食店や小売店を 

「福岡エコ運動協力店」として登録し、様々な啓発を行っています。 

※平成 30 年度農林水産省推計値 
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【 ごみの収集について 】 
 
福岡市の家庭ごみの集め方は、夜間・戸別収集で、全国的には珍しい方法です。次のとおりごみを出す時間や場

所が他の自治体と異なっています。 

 多くの自治体 福岡市 

ごみを出す時間  

（集める時間）  

朝８時半まで  

（朝８時半～夕方４時ごろ）  

日没から夜 12 時まで 

（夜 12 時～朝７時半ごろ） 

戸建ての場合の 

ごみを出す場所 

約 30 世帯につき１か所設置されたごみ

集積所 
一軒一軒の家の前 

※ごみを出す時間（集める時間）や集積所ごとの世帯数は市町村により多少異なります。 
 
 

≪ すべての方におたずねします。≫ 

問１１ あなたは、夜間に家庭ごみを集める方法（夜間収集）についてどう感じていますか。あてはま

るものを１つだけ選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 0.4 
 

１ 満足している 81.3 

２ どちらかといえば満足している 16.5 

３ どちらかといえば不満である 1.1 

４ 不満である 0.7 
 

 

 

 

 

 

問１２ あなたは、今後、家庭ごみを出す時間（集める時間）についてどうすべきと思いますか。あて

はまるものを１つだけ選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 0.2 
 

１ 夜間収集を続けてほしい 75.3 

２ どちらかといえば夜間収集を続けてほしい 18.7 

３ どちらかといえば昼間収集に変更してほしい 0.5 

４ 昼間収集に変更してほしい 0.9 

５ どちらでもよい 4.4 

 

問１３ あなたは、一軒一軒の家の前から家庭ごみを集める方法（戸別収集）についてどう感じていま

すか。あてはまるものを１つだけ選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 0.5 
 

１ 満足している 64.5 

２ どちらかといえば満足している 26.5 

３ どちらかといえば不満である 6.2 

４ 不満である 2.2 

 

 

 

 

  

【戸別収集のメリット・デメリット】 

[メリット]   ・家の前にごみを出せるので高齢者や身体の不自由な人にやさしい 

・地域でごみ集積所を管理する手間が省ける など 

[デメリット] ・一軒一軒の家の前まで収集に出向くため、作業時間が長くなる 

・収集費用が増大する など 

 

戸別収集 

夜間収集 

【夜間収集のメリット・デメリット】 

[メリット] ・カラスにごみ袋を荒らされる被害が少ない 

 ・昼間に街中にごみ袋がなく景観上よい など 

[デメリット]・深夜に通行や作業に伴う音が発生する 

 ・深夜手当などの費用が発生する    など 
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問１４ あなたは、今後、家庭ごみを出す場所についてどうすべきと思いますか。あてはまるものを１

つだけ選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 0.2 

 

１ 戸別収集を続けてほしい 54.9 

２ どちらかといえば戸別収集を続けてほしい 23.6 

３ どちらかといえばごみ集積所で収集する方式に変更してほしい 9.1 

４ ごみ集積所で収集する方式に変更しほしい 3.1 

５ どちらでもよい 9.1 

 

【 有料指定袋について 】 

 

 

 

 
 

問１５ あなたは、「ごみ袋のサイズ」についてどのように感じていますか。（１）～（３）のそれぞれの項目

について、あてはまるものを１つずつ選び、番号に○をつけてください。 

※空きびん・ペットボトル用袋の一番小さいサイズは３０ℓです。 

 

問１６ あなたは、「ごみ袋は全種類１パック１０枚入り」としていることについて、どのように感じて

いますか。（１）～（３）のそれぞれの項目について、あてはまるものを１つずつ選び、番号に

○をつけてください。 

 
  

 

 

(N=550) 

今
の
ま
ま
で
よ
い 

４５ 

ℓ 

よ
り 

大
き
い
サ
イ
ズ
が 

あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い 

１５ 

ℓ 
(

※

３０ 

ℓ )

よ
り 

小
さ
い
サ
イ
ズ
が 

あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い 

無
回
答 

(１)燃えるごみ用袋 83.5 12.2 3.6 0.7 

(２)燃えないごみ用袋 69.8 17.5 11.8 0.9 

(３)空きびん・ペットボトル用袋 75.1 8.9 14.7 1.3 

 

 

(N=550) 

今
の
ま
ま
で
よ
い 

今
よ
り
枚
数
が 

多
い
ほ
う
が
よ
い 

今
よ
り
枚
数
が 

少
な
い
ほ
う
が
よ
い 

無
回
答 

(１)燃えるごみ用袋 64.0 35.1 0.7 0.2 

(２)燃えないごみ用袋 76.5 7.8 15.3 0.4 

(３)空きびん・ペットボトル用袋 76.9 8.0 14.5 0.5 

福岡市では平成１７年に家庭ごみの有料化を実施しました。有料指定袋は、収集方法別に燃えるごみ用、燃

えないごみ用、空きびん・ペットボトル用の３種類あります。袋のサイズは、燃えるごみ用と燃えないごみ用は

４５ℓ・３０ℓ・１５ℓの３種類、空きびん・ペットボトル用は４５ℓと３０ℓの２種類あり、全種類１パック１０

枚入りです。 
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≪「選挙」についておたずねします ≫ 
 

 

 

 

 

 

問１７ あなたは、過去２回の選挙（令和３年４月 11 日福岡県知事選挙、令和３年 10 月 31 日衆

議院議員総選挙）で投票しましたか。あてはまるものを１つだけ選び、番号に○をつけてく

ださい。(N=550) 無回答 0.7 

 

１ ２回とも投票した 62.7 

２ １回投票した 17.6 

３ どちらも投票しなかった 18.9 

 

問１７－１ ≪ 問１７で「２」「３」と回答した方におたずねします。 ≫ 

投票していない理由は何ですか。 もあてはまるものを３つまで選び、番号に○をつけて

ください。(n=201) 無回答 1.0 

 

１ 仕事や用事などで時間がないから 45.3 

２ 市外にいたから 7.0 

３ 病気（看病を含む）、または体調が悪いから 11.9 

４ 投票に行くのが面倒だから 11.4 

５ 投票所が遠い（不便、わからない）から 5.0 

６ 投票日を知らない、または忘れるから 5.0 

７ 適当な候補者がいないから 32.3 

８ 候補者に関する情報がわからないから 17.4 

９ 自分一人が投票しなくても選挙の結果に影響がないと思うから 9.5 

１０ 選挙によって政治や暮らしに影響があると思わないから 12.4 

１１ 選挙権がないから（住所要件など） 2.5 

１２ 政治や選挙には関心がないから 6.0 

１３ 外出を控えているから 11.4 

１４ その他（具体的に：                      ） 5.5 

 

  

問１７－１へ 

問１８へ 

選挙は間接民主制の基盤です。有権者は積極的に投票し、自分たちの意見を正しく政治に反映させ

ることが大切です。しかしながら、近年における選挙の投票率は低下傾向にあるため、福岡市では、

選挙に関する情報の発信や、政治への関心を高めていただくための取り組みを行っております。 

そこで、選挙の啓発・広報について、市民の皆さまのご意見をお聴きしたいと考えております。 
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≪ すべての方におたずねします。 ≫ 

問１８ 令和３年 10 月 31 日に行われた衆議院議員総選挙の際、福岡市では投票日や投票制度などの

広報を実施しましたが、あなたが気付いたものは次のうちどれですか。あてはまるものをすべ

て選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 0.4 

 

１ 市の関連施設（市役所、区役所、市民センター、公民館、体育館など）に掲出したポスター 

※但し、立候補者のポスターは除く 41.8 

２ 市の関連施設（市役所、区役所、市民センター、公民館、体育館など）に掲出したのぼり 

 19.3 

３ 市役所、区役所・出張所に掲出した横断幕、懸垂幕 11.3 

４ 市政だより 55.5 

５ 啓発動画（天神の大型ビジョン、市役所一階デジタルサイネージ（電子看板）） 4.0 

６ 選挙に関するホームページ 4.9 

７ メールマガジンやＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック、ライン）での広報 9.8 

８ 地下鉄駅での広報（ポスター掲出、電光掲示板のテロップ表示、駅構内放送） 13.1 

９ 広報車の運行（立候補者の選挙運動用自動車は除く） 13.5 

１０ 啓発物資（ポケットティッシュ、マスクなど）の配布 1.1 

１１ その他（具体的に：                      ） 4.9 

１２ 気付いたものはない 16.2 

 

問１９ 福岡市では、選挙が近くなると、投票日や投票制度などの広報を実施していますが、あなた

が効果的だと思う選挙広報は次のうちどれですか。あてはまるものをすべて選び、番号に○

をつけてください。(N=550) 無回答 0.4 

 

１ 市政だより（「せんきょかわら版」を含む） 53.3 

２ テレビＣＭ 70.5 

３ ラジオＣＭ 21.6 

４ 啓発動画（天神や博多駅の大型ビジョン） 18.0 

５ 選挙に関するホームページ 6.9 

６ メールマガジン、ＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック、ラインなど）での広報 22.4 

７ インターネット検索サイトやＳＮＳへの広告掲載 24.4 

８ 新聞への広告掲載 26.0 

９ コンビニエンスストアでの広報（レジ広告、店内放送、チラシなど） 23.8 

１０ 電車・バス車内での広告掲示 37.3 

１１ 駅構内での広報（ポスター、チラシ、放送、電光表示器など） 26.4 

１２ 広報車の運行（立候補者の選挙運動用自動車は除く） 11.6 

１３ 啓発物資（ポケットティッシュなど）の配布 3.1 

１４ 街頭啓発や模擬投票などのイベント 3.6 

１５ 大学や高校内での広報（ポスター、チラシ、のぼりなど） 16.5 

１６ デパートやショッピングセンターでの広報（ポスター、チラシ、放送など） 20.9 

１７ その他（具体的に：                      ） 1.5 
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問２０ あなたが選挙で投票するにあたり、必要だと思う情報は次のうちどれですか。あてはまるもの

をすべて選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 0.4 
 

１ 投票日 70.7 

２ 投票日当日の投票所の場所・時間 67.6 

３ 期日前投票の日時や場所 66.5 

４ 投票方法（投票の流れや持参物、投票用紙への記載内容など） 25.6 

５ 入院などの理由により、病院や老人ホームなどの施設で投票する制度の説明 17.3 

６ 出張などの理由により、市外で投票する制度の説明 16.2 

７ 体に障がいのある方などが郵便で投票する制度の説明 17.3 

８ 立候補者に関する情報（政策など） 60.2 

９ 過去の選挙の投票結果や投票率 9.3 

１０ 投票所の混雑状況に関する情報 14.0 

１１ 特に必要だと思う情報はない 3.1 

１２ その他（具体的に：                      ） 0.9 

１３ わからない 0.9 
 

問２１ いずれの選挙においても、全体の投票率と比較すると、20 代の投票率は低くなっています。 

そこで、若年層の投票率を向上させるためには、どのようなことが必要だと思いますか。 

あなたの考えに近いものを３つまで選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 7.1 
 

１ 投票日当日の投票をしやすくする（投票所の増設など） 24.0 

２ 期日前投票の投票をしやすくする（投票所の増設、投票時間の延長など） 33.5 

３ 大学や高校などの構内でイベントを実施したり、期日前投票所を設置したりする 53.5 

４ 投票日や投票制度などの広報をインターネットやＳＮＳを活用して、より積極的に行う 

 23.1 

５ 若年層に人気のある有名人を起用して投票日などをＰＲする 13.5 

６ 立候補者の公約やプロフィールなどの情報にアクセスしやすくする 17.8 

７ 若年層に投票の意義や重要性などを伝える（ポスター、チラシ、テレビＣＭなど） 19.1 

８ 教育現場において、１８歳未満の児童・生徒などに対し、政治への関心を高める取り組み 

（模擬選挙の実施など）を積極的に行う 37.5 

９ 保護者による働きかけ（日頃から家庭の中で政治の話をするような取り組みなど） 11.5 

１０ その他（具体的に：                      ） 8.5 

１１ わからない 1.6 

 

選挙制度や投票区・投票所一覧など選挙に関する情報をご覧いただけます。 

 

福岡市選挙管理委員会ホームページ 

アドレス https://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/senkyo-kansa/senkyo/index.html 

 

 

 

 

  

福岡市 選挙 

明るい選挙キャラクター 
選挙のめいすいくん 
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問２２-１へ 

問２３へ 

≪「食育」についておたずねします≫ 
 

平成１７年６月に成立した「食育基本法」では、「食育」は、生きる上での基本であって、教育の三本

柱である知育、徳育、体育の基礎となるべきものと位置づけられています。 

福岡市では、子どもから高齢者までのすべての市民が、食に関する適切な判断力を養い、心身の健康

増進を図るとともに、福岡の豊かな農林水産物の活用を通し、食の大切さへの理解を深めることにより

豊かな人間性を育むことを目指しています。 

また、本市の食育に関する施策の基本となる事項を定めた「福岡市食育推進計画」を策定し、さまざま

な取り組みを行っております。 

そこで、「食育」について、市民の皆さまのご意見をお聴きしたいと考えております。 

 

問２２ あなたは、「食育」という言葉やその意味を知っていましたか。あてはまるものを１つだけ選

び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 0.5 

 

１ 言葉も意味も知っていた 70.9 

２ 言葉は知っていたが、意味は知らなかった 23.6 

３ 言葉も意味も知らなかった 4.9 

 

問２２-１  ≪ 問２２で「１」「２」と回答した方におたずねします。≫ 

あなたは「食育」について関心がありますか。あてはまるものを１つだけ選び、番号に

○をつけてください。(n=520) 無回答 0.4 

 

１ 関心がある 43.1 

２ どちらかといえば関心がある 50.2 

３ どちらかといえば関心がない 6.0 

４ 関心がない 0.4 

 

≪ すべての方におたずねします。≫ 

問２３ あなたは普段、ゆっくりよく噛んで食べていますか。あてはまるものを１つだけ選び、番号に

○をつけてください。(N=550) 無回答 0.4 

 

１ そうしている 14.5 

２ どちらかといえばそうしている 48.4 

３ どちらかといえばそうしていない 29.8 

４ そうしていない 6.9 
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問２４  あなたは、ゆっくりよく噛んで食べるには、どのようなことが必要だと思いますか。あては

まるものを３つまで選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 0.9 

 

１ 食事時間を十分に確保すること 67.6 

２ 習慣化すること 74.2 

３ 誰かと一緒に食事をすること 19.3 

４ メリットを知ること（健康にいいことや味わいを得られるなど） 47.1 

５ 歯や口の健康を保つこと 25.8 

６ 食事方法を工夫すること（ひと口ごとに箸を置くなど） 11.8 

７ テレビやスマホを見ながら食事をしないこと 17.3 

８ その他（具体的に：                      ） 0.7 

９ わからない 0.7 

 

問２５ あなたは、次の福岡の郷土料理について知っていますか。（１）～（５）のそれぞれの項目に

ついて、あてはまるものを１つずつ選び、番号に○をつけてください。 

 

 

 

(N=550) 

知
っ
て
い
る
し
、 

食
べ
た
こ
と
が
あ
り
、 

作
っ
た
こ
と
が
あ
る 

知
っ
て
い
る
し
、 

食
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
作

っ
た
こ
と
は
な
い 

知
っ
て
い
る
が
、 

食
べ
た
こ
と
は
な
く
、 

作
っ
た
こ
と
も
な
い 

知
ら
な
い 

無
回
答 

（1）あちゃら漬け 6.7 9.3 5.8 76.9 1.3 

（2）がめ煮 62.4 30.0 3.8 3.1 0.7 

（3）博多雑煮 42.0 29.3 17.6 10.4 0.7 

（4）かしわめし 58.0 38.5 1.6 1.3 0.5 

（5）だぶ 4.9 7.8 6.0 79.8 1.5 
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問２６ あなたは、どのようなことを食育として実践したいと思いますか。特にあてはまるものを３つ

まで選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 3.1 

 

１ 栄養バランスのとれた食生活を実践したい 77.1 

２ 規則正しい食生活を実践したい 39.1 

３ 健康に留意した食生活を実践したい 42.2 

４ 福岡産の農林水産物を積極的に利用したい 22.5 

５ 行事食や郷土料理を作ったり、食べたりしたい 14.4 

６ 食べ残しや食品の廃棄を削減したい 27.5 

７ 家族や友人と食卓を囲む機会を増やしたい 19.6 

８ 家族や友人と調理する機会を増やしたい 5.1 

９ 自分で調理する機会を増やしたい 10.7 

１０ 食品の安全性について理解したい 11.8 

１１ 食事の正しい作法を習得したい 4.5 

１２ その他（具体的に：                      ） 0.2 

１３ 特にない 0.5 

 

 

問２７ あなたは、「食育」に限らず「食」全般に興味や関心がありますか。あてはまるものを１つだ

け選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 - 

 

１ ある 60.2 

２ どちらかといえばある 35.8 

３ どちらかといえばない 3.3 

４ ない 0.7 
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≪「ユニバーサル都市・福岡」についておたずねします ≫ 
 

福岡市は、ユニバーサルデザイン※の理念に基づいた、誰もが思いやりをもち、すべての人にやさしい

まち「ユニバーサル都市・福岡」の実現をめざして、普及、啓発に取り組んでいます。 

「ユニバーサル都市・福岡」を実現するためには、市民の皆さまに共感いただき、身近なところから取

り組んでいただくことが大切ですので、市民の皆さまのご意見をお聴きし、今後の取り組みに活かして

いきたいと考えています。 
 

※ ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、国籍、障がいの有無などを問わず、すべての人が自由に快適に利用
でき、行動できるような思いやりあふれる配慮を、まちづくりやものづくりなどのあらゆる場面で、ハード・
ソフトの両面から行っていこうとする考え方のことです。 

 

 

問２８ あなたは、ユニバーサルデザインについてどの程度知っていましたか。あてはまるものを１つ

だけ選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 0.7 

 

１ 言葉の意味、具体的な取り組み事例を知っていた 23.3 

２ 言葉の意味は知っていたが、具体的な取り組み事例は知らなかった 34.2 

３ 言葉を聞いたことはあったが、意味は知らなかった 25.6 

４ 知らなかった 16.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２９ 福岡市はユニバーサルデザインの取り組みが進んでいると思いますか。あてはまるものを１つ

だけ選び、番号に○をつけてください。(N=550) 無回答 0.5 

 

１ 進んでいる 8.2 

２ どちらかといえば進んでいる 45.8 

３ どちらかといえば進んでいない 14.7 

４ 進んでいない 3.5 

５ わからない 27.3 

 

 

  

 【 福岡市におけるユニバーサルデザインの取り組み例 】 

 

● 歩道の段差解消や視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

● 鉄道駅の段差解消や転落防止設備の整備 

● ノンステップバスやユニバーサルデザイン（ＵＤ）タクシーの導入 

● 区役所や地下鉄、119番通報などにおける多言語対応 

● 区役所における手話通訳者の配置 

● 高齢者をはじめ誰もが外出しやすい環境づくりを進めるため、身近な場所にベンチを設置 

（「ベンチプロジェクト」）                       など 
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問３０ 「ユニバーサル都市・福岡」を実現するために、今よりも充実させる必要があると思う取り組

みは何ですか。あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。 

(N=550) 無回答 0.5 

１ 気配りや思いやりの心を育てる教育の充実 62.5 

２ ホームページの充実などわかりやすい情報発信 21.3 

３ 啓発イベントや表彰制度などの充実 10.4 

４ 駐車・駐輪マナーの向上 59.8 

５ ベンチを増やすなど、誰もが気軽に外出しやすい環境整備 41.3 

６ 道路、公園、建築物などハード面のバリアフリー化推進 63.5 

７ 飲食店や宿泊施設、集客施設などにおけるバリアフリー化や多言語対応の促進 39.5 

８ その他（具体的に：                      ） 4.2 

９ 特にない 2.9 

 

問３１ 福岡市では、「ユニバーサル都市・福岡」の普及・啓発を図るため、ロゴマークを作成し、市

内のさまざまな場所に掲出しています。あなたは、このマークを見たことがありますか。あて

はまるものを１つだけ選び、番号に○を付けてください。(N=550) 無回答 0.4 

 

 

１ 見たことがある 58.4 

２ 見たことがない 41.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 ユニバーサル都市・福岡ロゴマークについて 】 

 

「ユニバーサル」の文字に隠れている「サル」の顔の中に、やさしさの象徴となる「ハートマーク」を、

その中に人を表す「ｉ」を配置し、人がやさしさに包まれていることを表しています。 
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  ≪ 「福岡市都市景観賞」についておたずねします ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 28 回福岡市都市景観賞 （平成 30（2018）年度） 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

※受賞作品の詳細は、都市景観賞公式ウェブサイト「トットコ」をご覧ください 
 
 
     
 

問３２ あなたは「福岡市都市景観賞」を知っていましたか。あてはまるものを１つだけ選び、番号に

○をつけてください。(N=550) 無回答 0.4 

 

    １ 賞の存在も内容も知っていた 11.3 
  

    ２ 賞の存在は知っていたが、内容は知らなかった 12.7 
 

    ３ 知らなかった 75.6 

 

  

福岡市都市景観賞 トットコ 

【⼤ 賞】⻄南学院⼤学（早良区⻄新） 【市⺠賞】平尾保育園（中央区薬院） 

風格のある美しいまちづくりと市民文化の向上に資することを目的に「福岡市都市景観条例」が

1987 年（昭和 62 年）に定められ、同時期に「福岡市都市景観賞」も創設されました。この賞は、

皆様から推薦された、福岡のまちの魅力を創り出しているランドスケープ（まちなみ、広場、公園な

ど）・建築・広告・活動を表彰することで、景観への意識を高めてもらうことを目的としています。

表彰の種類は、「大賞」、「各部門」、市民の皆様により身近な都市景観賞となるよう市民投票で決

定する「市民賞」も設けております。 

現在、「都市景観賞」と「都市景観賞を PR する事業」を隔年で実施しており、今年度は、「第 29

回都市景観賞」を開催しています。 

都市景観賞の今後の取り組みの参考とするため、ぜひ市民の皆様のご意見をお聞かせください。 

問３２-１、３２-２へ 

問３３へ 
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問３２－１ ≪ 問３２で「1」と回答した方におたずねします≫ 

都市景観賞「市民賞」も知っていましたか。あてはまるものを１つだけ選び、番号

に○をつけてください。(n=62) 無回答 - 

   

１ 市民賞の存在も内容も知っていた 27.4 

２ 市民賞の存在は知っていたが、内容は知らなかった 8.1 

３ 知らなかった 64.5 

 

問３２－２ ≪ 問３２で「１」と回答した方におたずねします≫ 

あなたは、都市景観賞をどのようにして知りましたか。あてはまるものをすべて選び、

番号に○をつけてください。(n=62) 無回答 24.2 

        

１ 市政だより 46.8 

２ 福岡市ホームページ 11.3 

３ チラシ、ポスター、リーフレット 1.6 

４ テレビ、新聞、雑誌 17.7 

５ 福岡市都市景観賞公式ウェブサイト「トットコ」 ※令和 3 年 3 月公開 

 1.6 

６ 福岡市都市景観賞インスタグラム ※令和 3 年 7 月運用開始 - 

７ その他（具体的に：                   ） 6.5 

８ 覚えていない 11.3 

 

問３３ ≪ すべての方におたずねします。≫ 

都市景観賞を市民の皆さまにより広く知っていただくためには、どのような取り組みが重要

だと思いますか。あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。 

 (N=550) 無回答 0.7 

１ 受賞した景観などを公式ウェブサイト「トットコ」や市ホームページに掲載する 40.2 

２ 受賞した景観などを SNS（インスタグラム、ツイッターなど）で発信する 53.5 

３ 都市景観賞を PR する事業（「景観ガイドツアー」や「まちなみ写真コンテスト」など）を

実施する 48.7 

４ 講演会、シンポジウムなどを開催する 5.5 

５ 小・中学生を対象とした景観教育を行う 30.9 

６ 市民賞の審査で、今後も市民投票ができるようにする 36.0 

７ 賞の応募・推薦期間を長く設定する（平成 30 年は、約２ヶ月間） 8.5 

８ その他（具体的に：                      ） 5.3 
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問３４ 「福岡市都市景観賞」に関するご意見、ご要望などがあれば、ご自由にお書きください。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「インスタグラム」は、こちらを読み取ってご覧ください 

「トットコ」は、こちらを読み取ってご覧ください 

 

「トットコ」は、景観の美しさや魅力を写しだした福岡市都市景観賞受賞作品等を紹介する
公式ウェブサイトです。福岡の魅力ある景観を撮っておこう（福岡の方言で撮っとこう）がテー
マです。福岡のまちと暮らす人が「調和」することで、もっと福岡を好きになり、「景観の美しさ
や魅力を大切にしよう」という思いが、市民の皆様に生まれるよう、そんな願いを込めていま
す。ぜひご覧ください。 

福岡市都市景観賞公式ウェブサイト「トットコ」の紹介 

インスタグラムでも都市景観賞受賞作品を
紹介中です♪♪ 
ぜひ、フォローしてください。 
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問３５ あなたは、市政アンケート調査協力員としてアンケートに回答することにより、市政への関心

を高めたり、理解を深めたりすることができましたか。（１）（２）のそれぞれの項目につい

て、あてはまるものを１つずつ選び、番号に○をつけてください。 

 

 

 

(N=550) 

で
き
た 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

で
き
た 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

で
き
な
か
っ
た 

で
き
な
か
っ
た 

無
回
答 

（１）関心を高めることができた 56.7 39.8 2.4 0.5 0.5 

（２）理解を深めることができた 50.0 45.1 1.8 0.5 2.5 

 

 

問３６ あなたは、市政アンケート調査の調査回数と設問数についてどう思いましたか。（１）（２）

のそれぞれの項目について、あてはまるものを１つずつ選び、番号に○をつけてください。 

 

 

 

(N=550) 

多
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

多
い 

ち
ょ
う
ど
良
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

少
な
い 

少
な
い 

無
回
答 

（１）調査回数 

（1 か月に１回 計６回） 
2.9 11.1 81.6 3.3 1.1 - 

（２）設問数 

（1 回あたり 30 問程度） 
4.7 30.5 62.4 1.5 0.5 0.4 

 

 

  

市政アンケート調査実施後アンケート 

このたびは令和 3 年度市政アンケート調査にご協力いただき、誠にありがとうございました。 

今後の事業の参考とするため、アンケート調査を終えての皆さまのご意見、ご感想をお伺いします。 
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問３７ 市政アンケート調査についてのご意見やご感想があれば、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

お忙しい中、調査にご協力いただきありがとうございました。 

記入漏れや誤りがないか再度確認の上、同封の返信用封筒にて 

ご返送をお願いします。 

 

なお、今回の第６回を持ちまして、令和３年度市政アンケート

調査は終了となります。ご協力いただき、誠にありがとうござ

いました。アンケートの謝礼（回答１回につき５００円分のク

オカード）は令和４年３月頃の郵送を予定しております。ご住

所に変更などございましたらお知らせください。 

今後とも福岡市政にご理解、ご協力をお願いいたします。 
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【標本構成（第 6 回）】(N=550) 
 

 

 

 .........................................................................................  
◆性別  
 男性 ........................................................... 44.5 
 女性 ........................................................... 55.5 

 

 .........................................................................................  
◆年齢  
 18～29 歳 ........................................... 13.5 
 30 代 ....................................................... 16.5 
 40 代 ....................................................... 18.9 
 50 代 ....................................................... 18.2 
 60 代 ....................................................... 13.1 
 70 歳以上 .............................................. 19.8 

 
 ........................................................................  
◆職業 

 正社員・正職員 ................................... 36.0 
 契約社員・派遣社員・嘱託 .............. 7.3 
 パート・アルバイト ......................... 12.7 
 会社等役員 ................................................ 3.6 
 自営業・家族従事者 ............................ 5.5 
 専業主婦・専業主夫 ......................... 13.8 
 学生 .............................................................. 4.7 
 無職 ........................................................... 14.7 
 その他 ......................................................... 1.6 

 
 .........................................................................................  
◆行政区  
 東区 ........................................................... 19.5 
 博多区 ...................................................... 15.8 
 中央区 ...................................................... 12.5 
 南区 ........................................................... 16.0 
 城南区 ......................................................... 9.3 
 早良区 ...................................................... 13.5 
 西区 ........................................................... 13.5 

 
 

 

 

 ........................................................................................  
◆居住年数 

 ３年未満 .................................................... 9.5 
 ３年以上５年未満 ................................. 6.5 
 ５年以上 10 年未満 ......................... 13.1 
 10 年以上 20 年未満 ...................... 15.5 
 20 年以上 30 年未満 ...................... 17.3 
 30 年以上 .............................................. 38.2 

 
 ........................................................................................  
◆居住形態 

 持家の戸建て........................................ 30.2 
 持家の集合住宅 ................................... 30.4 
 賃貸の戸建て........................................... 3.1 
 賃貸の集合住宅 ................................... 34.0 
 社宅・寮 .................................................... 1.3 
 その他 ......................................................... 1.1 

 
 ........................................................................................  
◆家族構成 

 未就学児 ................................................. 16.0 
 小学生 ...................................................... 13.3 
 中学生 ......................................................... 5.6 
 高校生 ......................................................... 6.5 
 専門学校生・短大・高専生 .............. 1.6 
 大学・大学院生 ...................................... 8.9 
 65 歳以上 75 歳未満の人 ............ 19.6 
 75 歳以上の人 .................................... 15.1 
 「１」～「８」以外の人 ................ 72.0 
 無回答 ......................................................... 1.8 

 

※家族構成は複数回答のため、合計が 100％を超える

 


